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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

【業務の適正を確保するための体制】

当社は、2014年11月13日開催の取締役会において、業務の適正を確保するた

めの体制を整備するため、「内部統制システムの構築に関する基本方針」を決

議いたしました。

また、当社グループにおける内部統制システムをより強固にするため、2019

年7月22日開催の取締役会において、同方針の改定を決議いたしました。

改定後の概要は以下のとおりであります。

①　取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す

るための体制

イ．　当社は、「行動・倫理規範」及び「コンプライアンス規程」をはじ

めとするコンプライアンス体制にかかる規程を、役職員が法令及び定

款並びに社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とする。

ロ．　当社は、管理部門担当取締役をコンプライアンス担当取締役と、法

務部をコンプライアンス担当部署とそれぞれ定めるとともに、コンプ

ライアンス委員会を設置する。

ハ．　コンプライアンス担当取締役、コンプライアンス担当部署及びコン

プライアンス委員会は、共同してコンプライアンス・マニュアル等の

実施状況を管理及び監督し、適切な研修の実施、内部通報窓口の有効

活用等がなされるよう必要な手段を講じる。

　コンプライアンス担当部署は、当社のコンプライアンス体制の整備

及び問題点の解決に努める。

　コンプライアンス委員会は、コンプライアンスの徹底を図るための

コンプライアンス・マニュアルの策定、役職員に対するコンプライア

ンス教育及び研修の実施、並びに役職員によるコンプライアンス遵守

状況の調査及び問題がある場合の改善指示等を行う。

　また、法令上疑義のある行為等について使用人が直接情報提供を行

う手段として内部通報窓口を設置及び運営するとともに、通報者を保

護するために必要な社内規程を策定及び整備する。

ニ．　万一コンプライアンス上問題となり得る事態が発生した場合には、

コンプライアンス担当取締役が、直ちにその状況及び対策その他必要

な事項を、取締役会及び監査役会に報告する体制を構築する。

　コンプライアンス担当部署及びコンプライアンス委員会は、かかる

事態の再発を防止するための施策を策定し、その内容を周知徹底する。
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ホ．　当社は、執行部門から独立した内部監査担当部署として内部監査室

を設置する。

　内部監査室は、コンプライアンス担当部署及びコンプライアンス委

員会と連携の上、コンプライアンスの状況を監査する。これらの活動

は定期的に取締役会及び監査役会に報告されるものとする。

ヘ．　当社は、企業の社会的責任を十分に認識し、市民社会の秩序や安全

に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を遮断するとともに、反

社会的勢力に対しては警察等の外部専門機関と緊密に連携し、毅然と

した姿勢で組織的に対応する。

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

イ．　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理が適切に行われるよ

う、取締役会規程、稟議規程、文書規程その他の当社社内規程におい

て、情報の保存及び管理の方法に関する事項を定め、適切に保存しか

つ管理する。

ロ．　当社は、取締役及び監査役が上記情報を必要に応じて閲覧可能な体

制を構築する。

③　損失の危険の管理に関する規程その他の体制

イ．　当社は、「リスク管理規程」を策定し、当社代表取締役が、当社の

リスク管理全般の統括者として、当社のリスク管理を行う。

ロ．　当社は、当社のリスクの管理に係る体制の整備及びリスク管理マニ

ュアルの策定等を担当する組織としてリスク管理委員会を設置すると

ともに、内部監査室が各部署のリスク管理の状況を監査し、その結果

を定期的に取締役会及び監査役会に報告する。

④　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

イ．　当社は、定例の取締役会を毎月1回開催し、重要事項の決定及び取締

役の業務執行状況の監督等を行う。また、必要に応じて臨時に取締役

会を開催し、機動的な意思決定を行う。

ロ．　業務の運営については、取締役会が中期経営計画及び各事業年度の

計画を策定し、目標を設定するとともに、各取締役及び部門の業務分

担を定め、効率的な業務執行を行い得る体制をとる。
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　各部門においては、計画に定める目標の達成に向け、具体策を立案

及び実行するとともに、定期的に取締役会に業績報告を行うことによ

り、経営計画の達成状況について取締役会によるチェックを受ける。

⑤　当社及びその子会社から成る企業集団（以下「当社グループ」という。）

における業務の適正を確保するための体制

イ．　子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する

体制

(a) 当社は、当社が定める関係会社規程に基づき、子会社の経営内容

を的確に把握するため、必要に応じて関係資料等の提出を求める。

(b) 当社は、子会社に対し、その営業成績、財務状況その他の重要な

情報について、 低月一回報告することを求める。

ロ．　子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(a) 当社は、③イに定めるリスク管理規程において、当社グループ全

体のリスク管理について定め、子会社にリスク管理を行うことを

求めるとともに、当社グループ全体のリスクを統括的に管理する。

(b) 当社は、子会社を含めたリスク管理を担当する機関としてリスク

管理委員会を運営し、当社グループ全体のリスク管理の推進にか

かわる課題、対応策等を審議する。

ハ．　子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保する

ための体制

(a) 当社は、子会社の経営の自主性及び独立性を尊重しつつ、関係会

社規程に基づき、当社グループの適正かつ効率的な運営を図る。

(b) 当社は、子会社の事業内容や規模等に応じて、子会社の指揮命令

系統、権限及び意思決定その他の組織に関する基準を定め、子会

社にこれに準拠した体制を構築させる。

ニ．　子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合す

ることを確保するための体制

(a) 当社は、子会社に、その役員及び使用人が①イに定める「行動・

倫理規範」に基づき、社会的な要請に応える適法かつ公正な事業

活動に努める体制を構築させる。

(b) 当社は、子会社に、監査役が内部統制システムの構築・運用状況

を含め、子会社の取締役の職務執行を監査する体制を構築させる。
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(c) 当社は、子会社に、法令違反その他コンプライアンスに関する問

題の早期発見、是正を図るために設置した内部通報窓口を利用す

る体制を構築させる。

ホ．　その他の当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

(a) 当社のコンプライアンス担当部署は、当社グループの横断的なコ

ンプライアンス体制の整備及び問題点の解決に努める。

(b) 当社の監査役及び内部監査室は、子会社の業務の適正性について

調査する。

⑥　監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制及び当該使用人の取締役

からの独立性に関する事項

イ．　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めたとき、当

社は、当社の使用人の中から監査役補助者を任命するものとする。

ロ．　監査役の職務を補助すべき使用人の任命、異動等の人事に係る事項

の決定については、監査役会の事前の同意を得るものとする。

ハ．　当社は、監査役の職務を補助すべき使用人が置かれた場合、監査役

の指揮命令に従うべき旨を当社の役職員に周知徹底する。

⑦　監査役への報告に関する体制

イ．　取締役は、監査役が出席する取締役会等の重要な会議において、そ

の担当する業務の執行状況の報告を行うとともに、随時各監査役の要

請に応じて、必要な報告及び情報提供を行うこととする。

ロ．　取締役及び使用人は、監査役会に対して、法定の事項に加え、全社

的に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況並びに内部通報窓

口への通報状況及びその内容を速やかに報告する。

ハ．　子会社の取締役等及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が

当社の監査役に報告をするための体制

(a) 子会社の役職員は、当社の監査役から業務執行に関する事項につ

いて報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行う。

(b) 子会社の役職員は、法令等の違反行為等、当社又は当社の子会社

に著しい損害を及ぼすおそれのある事実について、これを発見次

第、直ちに当社の子会社を管理する部門へ報告を行うか、又は内

部通報窓口に通報する。

(c) コンプライアンス担当部署は、当社グループの役職員からの内部

通報の状況について、定期的に監査役に対して報告する。
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⑧　監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱い

を受けないことを確保するための体制

　当社は、監査役への報告を行った当社グループの役職員に対し、当該

報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨

を当社グループの役職員に周知徹底する。

⑨　監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他

の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関す

る事項

　監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求

をしたときは、担当部門において審議のうえ、当該請求に係る費用又は

債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、

速やかに当該費用又は債務を処理する。

⑩　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　監査役による取締役、執行役員及び重要な使用人に対する個別ヒアリ

ングの機会を設けるとともに、代表取締役、内部監査室及び会計監査人

それぞれとの間で定期的に意見交換会を開催する。

【当社における基本方針の運用状況】

①　上記に掲げた内部統制システムの基本方針に基づき、当社及び子会社の

内部統制システム全般の運用状況について、内部監査室が中心となり内

部監査を行い、その結果を代表取締役に報告しております。また、法務

部が中心となりコンプライアンスに係る研修を定期的に実施しておりま

す。

②　取締役の職務の執行については、定時取締役会を月に１回、必要に応じ

て臨時取締役会も実施し、社外取締役２名を含む取締役５名のほか、監

査役が出席し、重要事項の審議、決議を行っております。

③　常勤監査役は、取締役会のほか、取締役等から業務執行の状況について

直接聴取を行い、コンプライアンスの観点から日常業務レベルで監視で

きる体制を整備しており、監督機能の強化を図っております。

④　リスク管理については、リスク管理委員会を年２回開催しており、具体

的なリスクの洗い出しと対応策の検討、リスク管理マニュアルの改定等

を適宜行っております。
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連結株主資本等変動計算書

(2019年４月１日から
2020年３月31日まで)

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

当連結会計年度期首残高 648,292 474,020 4,092,835 △18,719 5,196,429

当連結会計年度変動額

親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益

925,409 925,409

自 己 株 式 の 処 分 △632 1,274 642

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当連結会計年度変動額(純額)

当連結会計年度変動額合計 - △632 925,409 1,274 926,051

当連結会計年度末残高 648,292 473,388 5,018,245 △17,445 6,122,480

その他の包括利益累計額

純資産合計そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

そ の 他 の
包 括 利 益
累計額合計

当連結会計年度期首残高 5,784 5,784 5,202,213

当連結会計年度変動額

親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益

925,409

自 己 株 式 の 処 分 642

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当連結会計年度変動額(純額)

△4,270 △4,270 △4,270

当連結会計年度変動額合計 △4,270 △4,270 921,781

当連結会計年度末残高 1,514 1,514 6,123,995
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連結注記表

（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等）

１．連結の範囲に関する事項

連結子会社の数　　　　　　　１社

主要な連結子会社の名称　　　ホテルスキップ株式会社

２．持分法の適用に関する事項

該当事項はありません。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

４．会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産

主として定率法を採用しております。

ただし、建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以後に取得した建物

附属設備及び構築物については定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物　　　　　　　　　２年～15年

工具、器具及び備品　　４年～20年

無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）

に基づいております。
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(3) 重要な引当金の計上基準

貸倒引当金

売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸

倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額

を計上しております。

(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しております。

(5) その他連結計算書類の作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

（連結貸借対照表に関する注記）

有形固定資産の減価償却累計額 217,273千円

（連結株主資本等変動計算書に関する注記）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

当連結会計年度

期首株式数（株）

当連結会計年度

増加株式数（株）

当連結会計年度

減少株式数（株）

当連結会計年度末

株式数（株）

発行済株式

普通株式 31,260,000 － － 31,260,000

合計 31,260,000 － － 31,260,000

自己株式

普通株式 264,363 － 18,000 246,363

合計 264,363 － 18,000 246,363

（注）普通株式の自己株式の株式数の減少18,000株は、ストックオプションとしての新

株予約権の権利行使による自己株式の処分に伴う減少であります。

２．当連結会計年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していない

ものを除く。）の目的となる株式の種類及び数

該当事項はありません。

３．配当に関する事項

該当事項はありません。
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（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

　当社グループは、資金運用については安全性の高い金融資産による運用に限定し

ております。短期的な運転資金は手許資金で十分賄えております。デリバティブ等

の投機的な取引は行わない方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

　営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。

　投資有価証券は、株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

　営業債務である買掛金及び未払法人税等は１年以内の支払期日であります。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　当社は、債権管理規程に従い、営業債権について、顧客ごとに残高を管理し、約

定期限を過ぎた債権については、その原因及び回収予定の把握を行うとともに、主

要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、財務状況の悪化等による回収懸念の

早期把握や軽減をはかっております。連結子会社についても、当社の債権管理規程

に準じた管理を行っております。

② 市場リスク（価格変動リスク）の管理

　投資有価証券については、定期的に時価や発行体（相手先企業）の財務状況を把

握しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合

理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を

織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動す

ることがあります。
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２．金融商品の時価等に関する事項

　連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

連結貸借対照表
計上額(千円)

時価(千円) 差額(千円)

(1) 現金及び預金 5,650,668 5,650,668 －

(2) 売掛金 402,714

貸倒引当金(※) △356

402,357 402,357 －

(3) 投資有価証券 2,645 2,645 －

資産計 6,055,671 6,055,671 －

(1) 買掛金 43,300 43,300 －

(2) 未払法人税等 253,226 253,226 －

負債計 296,526 296,526 －

（※）売掛金に係る貸倒引当金を控除しています。

（注）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資産

(1)現金及び預金、(2)売掛金

　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似している

ことから、当該帳簿価額によっております。

(3)投資有価証券

　株式等は取引所の価格又は取引金融機関等から提示された価格によっており

ます。

負債

(1)買掛金、(2)未払法人税等

　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似している

ことから、当該帳簿価額によっております。

（１株当たり情報に関する注記）

(1) １株当たり純資産額 197円46銭

(2) １株当たり当期純利益 29円85銭
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（重要な後発事象に関する注記）

（ストック・オプション（新株予約権）の付与について）

　当社は、2020年３月31日の取締役会決議により、会社法第236条、第238条及び第240条

の規定に基づき、当社従業員及び当社完全子会社の取締役に対し、ストック・オプション

として新株予約権を発行することを決議し、2020年４月15日付で割当を行いました。

　Ⅰ．新株予約権を発行する目的

　中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び

士気を向上させ、当社の結束力をさらに高めるため

　Ⅱ．新株予約権（ストック・オプション）の具体的な内容

１．新株予約権の数

500個

なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、

当社普通株式50,000株とし、下記３．(1)により本新株予約権にかかる付与株式数が調

整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。

２．新株予約権と引換えに払い込む金銭

本新株予約権と引換えに金銭を払い込むことを要しない。なお、本新株予約権はイ

ンセンティブ報酬として付与される新株予約権であり、金銭の払込を要しないことは

有利発行には該当しない。

３．新株予約権の内容

(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数

本新株予約権１個当たりの目的である株式の数（以下、「付与株式数」という。）

は、当社普通株式100株とする。

なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の無

償割当てを含む。以下同じ。）または株式併合を行う場合、次の算式により調整される

ものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていな

い新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の

端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割（または併合）の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行

う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範

囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。

(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法

本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される１株あた

りの払込金額（以下、「行使価額」という。）に、付与株式数を乗じた金額とする。

行使価額は、次の算定方法により873円とする。

行使価額の算定方法は、本新株予約権を割り当てる日の属する月の前月の各日（取引

が成立していない日を除く。）における株式会社東京証券取引所における当社普通株式

の終値の平均値（1円未満の端数は切り上げ）とする。ただし、その価額が本新株予約

権の割当日の終値（取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値）を下
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回る場合は、当該終値を行使価額とする。

なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算

式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額＝調整前行使価額　×
1

分割（または併合）の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株

の発行または自己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自

己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。）、次の算式により

行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

既 発 行

株 式 数
＋

新 規 発 行

株 式 数
×

１株あたり

払込金額

調 整 後

行 使 価 額
＝

調 整 前

行 使 価 額
×

新規発行前の１株あたりの株価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総

数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかか

る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読

み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分

割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当

社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

(3)新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権を行使することができる期間（以下、「行使期間」という。）は、2024

年５月１日から2027年４月30日とする。

(4)増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①　本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額

は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の

１の金額とする。計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り

上げるものとする。

②　本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金

の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本

金の額を減じた額とする。

(5)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する

ものとする。
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(6)新株予約権の行使の条件

①　新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会

社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了によ

る退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この

限りではない。

②　新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

③　本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行

可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うこ

とはできない。

④　各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

４．新株予約権の割当日

2020年４月15日

５．新株予約権の取得に関する事項

(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約

もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計

画について株主総会の承認（株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議）がな

された場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権

の全部を無償で取得することができる。

(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記３.(6)に定める規定により本新株予約権の

行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

６．組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、

株式交換または株式移転（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）を行う

場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合に

つき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象

会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。

ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契

約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画

において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記３．(1)に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の

条件等を勘案のうえ、上記３．(2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後

行使価額に、上記６．(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象
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会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

上記３．(3)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれ

か遅い日から上記３．(3)に定める行使期間の末日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備

金に関する事項

上記３．(4)に準じて決定する。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要

するものとする。

(8)その他新株予約権の行使の条件

上記３．(6)に準じて決定する。

(9)新株予約権の取得事由及び条件

上記５に準じて決定する。

(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

７．新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項

当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。

８．申込期日

2020年４月９日

９．新株予約権の割当てを受ける者及び数

当社従業員及び当社完全子会社の取締役　合計55名　　　500個

（取締役に対するストック・オプション（新株予約権）について）

　当社は、2020年４月22日開催の取締役会において、会社法第361条の規定に基づき、当

社の取締役（社外取締役を除く。)に対するストック・オプションとしての新株予約権に

関する報酬等の額及びその内容に関する議案を、2020年６月22日開催予定の第23回定時株

主総会に付議することを決議いたしました。

　Ⅰ．新株予約権を発行する目的

　当社の取締役が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、あわせて当社の

取締役の業績向上に対する意欲や士気を喚起することにより当社の健全な経営と社会

的信頼の向上を図るため

　Ⅱ．新株予約権（ストック・オプション）の具体的な内容

(1)新株予約権の数

　各事業年度に係る定時株主総会開催日から１年以内に発行する新株予約権の数の上限

は600個とする。

(2)新株予約権の目的である株式の種類及び数

　新株予約権１個当たり当社普通株式100株

(3)新株予約権と引換えに払い込む金額
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　新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　新株予約権１個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される

１株あたりの払込金額（以下、「行使価額」という。）に、付与株式数を乗じた金額と

する。

　行使価額は、本新株予約権を割り当てる日の属する月の前月の各日（取引が成立して

いない日を除く。）における株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値の平

均値（1円未満の端数は切り上げ）とする。ただし、その価額が本新株予約権の割当日の

終値（取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値）を下回る場合は、

当該終値を行使価額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

　新株予約権の付与決議の日後２年を経過した日から当該付与決議の日後10年を経過す

る日までの範囲内で、取締役会が決定する期間とする。

(6)譲渡による新株予約権の取得の制限

　譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。

(7)新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の

取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、

定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

②その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により決定する。

(8)その他の新株予約権の募集事項

　その他の新株予約権の内容等については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会

において定める。
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株主資本等変動計算書

(2019年４月１日から
2020年３月31日まで)

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金
そ　の　他
資本剰余金

資本剰余金
合　　　計

その他利益
剰　余　金

利益剰余金
合　　　計

繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 648,292 472,036 1,984 474,020 4,046,628 4,046,628

当 期 変 動 額

当 期 純 利 益 887,831 887,831

自己株式の処分 △632 △632

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 - - △632 △632 887,831 887,831

当 期 末 残 高 648,292 472,036 1,352 473,388 4,934,460 4,934,460

株 主 資 本 評価・換算差額等

純 資 産
合 計自 己 株 式

株 主 資 本
合 　 　 計

そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 △18,719 5,150,222 5,784 5,784 5,156,006

当 期 変 動 額

当 期 純 利 益 887,831 887,831

自己株式の処分 1,274 642 642

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

△4,270 △4,270 △4,270

当 期 変 動 額 合 計 1,274 888,473 △4,270 △4,270 884,203

当 期 末 残 高 △17,445 6,038,695 1,514 1,514 6,040,209
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個別注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１．有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2) その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

２．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

主として定率法を採用しております。

ただし、建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以後に取得した建物附

属設備及び構築物については定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物　　　　　　　　　５年～15年

工具、器具及び備品　　４年～20年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に

基づいております。

３．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しております。

４．引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計

上しております。

(2) 株主優待引当金

将来の株主優待制度の利用に備えるため、翌事業年度における株主優待制度の利

用見込額を計上しております。
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５．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

（貸借対照表に関する注記）

１．有形固定資産の減価償却累計額 216,555千円

２．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

　　短期金銭債権 541千円

　　短期金銭債務 1,165千円

（損益計算書に関する注記）

関係会社との取引高

営業取引による取引高

売上高 24,604千円

販売費及び一般管理費 6,692千円

営業取引以外の取引高 1,278千円

（株主資本等変動計算書に関する注記）

当事業年度の末日における自己株式の種類及び数

普通株式 246,363株
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（税効果会計に関する注記）

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

ソフトウエア開発費 109,531千円

未払事業税 11,447千円

関係会社株式評価損 18,973千円

減価償却超過額 7,182千円

資産除去債務 12,370千円

投資有価証券評価損 4,592千円

貸倒引当金 89千円

その他 21,837千円

繰延税金資産小計 186,026千円

評価性引当額 △37,223千円

繰延税金資産合計 148,802千円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △668千円

その他 △5,154千円

繰延税金負債合計 △5,823千円

繰延税金資産の純額 142,979千円

（関連当事者との取引に関する注記）

　関連当事者との取引について記載すべき重要なものはありません。

（１株当たり情報に関する注記）

(1) １株当たり純資産額 194円76銭

(2) １株当たり当期純利益 28円64銭

（重要な後発事象に関する注記）

　連結計算書類の連結注記表（重要な後発事象に関する注記）に記載しているため、注記

を省略しております。

（その他の注記）

　該当事項はありません。
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